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１．緒言
　本研究の目的は，令和4（2022）年度にスタート
した高等学校「公共」における社会的な見方・考え
方として示されている「幸福，正義，公正」を手掛
かりとして，社会契約説，功利主義，義務論からロー
ルズ†1）とセン†2）に至る思想の系譜が高等学校「公
共」の教科書においてどのように扱われているかを
明らかにすることである．
　平成28（2016）年の中央教育審議会答申「幼稚園，
小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習
指導要領等の改善及び必要な方策等について」では，
高等学校の「公民」の共通必履修科目として，「現
代社会の諸課題を捉え考察し，選択・判断するため
の手掛かりとなる概念や理論を，古今東西の知的蓄
積を踏まえて習得するとともに，それらを活用して
自立した主体として，他者と協働しつつ国家・社会
の形成に参画し，持続可能な社会づくりに向けて必
要な力を育む『公共』を設定すること」と示された1）．
　答申に基づき，平成30（2018）年に一部改正され

た学校教育法施行規則及び改訂された高等学校学習
指導要領では，「公民」に属する科目として「公共」
が新たに示され，令和4（2022）年度以降の入学生
を対象に全ての生徒に履修させる科目として位置づ
けられた2）†3）．また今回の一連の学習指導要領等の
改訂においては，深い学びの鍵として，各教科等で
働かせることが重要な「見方・考え方」が示された．
「見方・考え方」は，「『どのような視点で物事を捉え，
どのような考え方で思考していくのか』というその
教科等ならではの物事を捉える視点や考え方」3）の
ことである．
　公民科における「社会的な見方・考え方」は，「公
共」「倫理」「政治・経済」のそれぞれにおける見方・
考え方を総称したものである3）．具体的には，「公共」
においては「人間と社会の在り方についての見方・
考え方」，「倫理」においては「人間としての在り方
生き方についての見方・考え方」，「政治・経済」に
いては「社会の在り方についての見方・考え方」で
ある．これらの「見方・考え方」を働かせる際に着

高等学校「公共」の教科書における
ロールズの「公正と正義」と
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要　　　約

　本研究では，高等学校「公共」における社会的な見方・考え方として示されている「幸福，正義，公正」
を手掛かりとして，社会契約説，功利主義，義務論からロールズとセンに至る思想の系譜が高等学校「公
共」の教科書においてどのように扱われているかを分析した．その結果，①功利主義（ベンサム，ミル），
②義務論（カント），③社会契約説（ホッブズ，ロック，ルソー），④ロールズについては，全ての教
科書に記述されており，⑤センも1つを除くすべての教科書に記述されていた．しかし，それぞれの
関係については，記されていないものや記述が十分ではないものもあった．生徒の多面的・多角的な
考察を可能にするためには，関係に関する記述の充実が求められよう．また，教師はそれらの思想の
関係について意識して指導にあたることが大切になる．
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目する視点は多様にあるとされているが，「今回の
改訂では，人間と社会の在り方についての見方・考
え方の基礎となる概念的な枠組みとして『公共』の
学習全体を通して働かせることが求められる『幸福，
正義，公正など』を示した」とされ，「公共」につ
いては「幸福，正義，公正」が重要視されている3）．
　他方，先述した中央教育審議会答申では，新設さ
れる「公共」における学習として，「持続可能な地
域，国家・社会，国際社会づくりに向けて，諸課題
の解決に向けて構想する力，合意形成や社会参画を
視野に入れながら，構想したことの妥当性や効果，
実現可能性などを指標にして議論する力などを育む
ことをねらいとして，現実社会の諸課題」を探究す
ることが求められており，その現実社会の諸課題の
1例に，「受益と負担の均衡や世代間の調和が取れた
社会保障」が挙げられている1）．この社会保障につ
いて取り上げた厚生労働白書においては，社会保障
と関連する理念や哲学として，分配を通じた諸個人
間の公平性を「正義」の問題として取り上げたロー
ルズと，ロールズの「公正としての正義」の理論を
踏まえ社会の不正義を取り除く「ケイパビリティ・
アプローチ」（潜在能力アプローチ）を提唱したセ
ンについて触れている4）．
　ロールズの「正義論」は，「公正としての正義」
と称される二原理を示し論証した上で，この二原理
の法，経済，政治の諸制度への適用可能性を探り，「社
会の正義と幸福な人生とが同時に達成される道筋を
たどろうと」（p.779）したものであり，三十を超え
る別の言語へと翻訳された5）．ロールズが「正義論」
の構想を練り上げていた1950年代から60年代は，憲
法が保障する「平等」な取扱いが踏みにじられてい
る現実を明るみに出した「公民権運動」が活発な時
期であり，「積極的差別是正措置（アファーマティ
ブ・アクション）」が逆差別ではないかと指摘され
るなど，自由や平等といったアメリカ社会の根本的
理念が根底から揺らぎ始めた時期である6）．当時優
勢を誇っていた，社会全体の幸福の総量の最大化の
ためには諸個人の権利がトレード・オフされても仕
方がないといった考えに結びつく可能性のあるベン
サムやミルの功利主義ではなく，「ロック，ルソー，
カントに代表される社会契約の伝統的理論を一般化
し，抽象化の程度を高めること」（p.xxi）をロール
ズは企てた6,7）．
　センは，この公正と正義の考え方に対するロール
ズに影響を受けた上で，唯一の正義の原理を導き，
社会の基本的構造を構成する公正な制度を作り，
人々の行動はそれらの制度が適切に機能するための
要件に完全に従うことを要求するロールズのアプ

ローチとは異なる，ケイパビリティ・アプローチを
提唱した8）．これは，ホッブズが始め，ロック，ル
ソー，カント，ロールズと連なる社会契約論的アプ
ローチ（先験的制度尊重主義アプローチ）の伝統に
従うものではなく，「制度だけでなく，実際の人々
の行動や社会的相互作用やその他の重要な決定要因
に影響されて，人々の暮らしがどのようなものにな
るのかを比較することに共通の関心」（p.13）をも
つベンサムやミルらによって追及されたもう一つの
伝統（実現ベースの比較アプローチ）に沿うもので
ある8）．ケイパビリティ・アプローチは，義務論的
アプローチと帰結主義的アプローチの古いコントラ
ストとは異なり，単なる「最終的な結果」ではなく
物事が生じた正確な過程を含める「包括的結果」に
注目する，「人が価値を認める理由のあることを行
なうケイパビリティ」（p.335）によって判断するも
のである8）．後藤は，現代正義論におけるロールズ
とセンの重要性について，「ロールズからセンへの
接続は，現代正義論を個々人の福祉（well-being）
に（したがって，個人の困窮や苦悩に）基礎づける
ことを可能とするだろう」（p.ii）と指摘している9）．
　「公共」における「幸福，正義，公正」に関する
研究は，平成21（2009）年の高等学校学習指導要領
改訂により，公民科「現代社会」の内容にこの用語
が記載されたことを契機に幾つか実施されている
が，その内多くは，授業・教材の開発に関するもの
である10-12）．原は，「幸福」「正義」「公正」について，
学習指導要領解説やこれまでの思想家の考えも踏ま
えて検討したうえで，授業案を提示している13）．ま
た，宮原は，高等学校公民科「現代社会」の教科書
における「幸福」「正義」「公正」の取扱いについて，
「経済教育」の観点から比較分析している14）．
　しかしながら，これまでの研究には，高等学校「公
共」の教科書を対象として，「幸福，正義，公正」
に関する思想・思想家の記述について検討したもの
は見られない．そこで，本論文では，まず，高等学
校「公共」における社会的な見方・考え方として示
されている「幸福，正義，公正」について，高等学
校学習指導要領解説（公民編）を手掛かりとしてそ
の内容について確認，検討する．その後，現代社会
における正義，公正を考える上で重要となるロール
ズとセンに繋がる「社会契約説（ホッブズ†4），ロッ
ク†5），ルソー†6））」，「功利主義（ベンサム†7），ミ
ル†8））」，「義務論（カント†9））」から「ロールズ」
と「セン」に至る思想の系譜の記述について，高等
学校「公共」の教科書を対象として検討する．
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２．高等学校「公共」における「幸福，正義，公正」
２．１　高等学校「公民」の構成
　高等学校学習指導要領に示された「公民」及び「公
共」の構成を示したものが表1である2）．「公民」は，
共通必履修科目である「公共」と，選択履修科目で
ある「倫理」及び「政治・経済」から構成される．
２．２　高等学校「公共」における内容
２．２．１　「Ａ　公共の扉」への注目
　高等学校学習指導要領の「公共」における内容は，
「Ａ　公共の扉」「Ｂ　自立した主体としてよりよ
い社会の形成に参画する私たち」「Ｃ　持続可能な
社会づくりの主体となる私たち」の3つの大項目で
示されている．この内，「Ａ　公共の扉」においては，
「社会に参画する際に選択・判断するための手掛か
りとなる概念や理論及び公共的な空間における基本
的原理」を習得するものとされており，ここで身に
付けた選択・判断するための手掛かりとなる概念や
理論及び公共的な空間における基本的原理は，大項
目 B 及び C で活用されるだけでなく，「倫理」及び

「政治・経済」においても用いられるものである3）．
　「公共」の「3　内容の取扱い」において，「Ｂ　
自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する
私たち」及び「Ｃ　持続可能な社会づくりの主体と
なる私たち」においては，「Ａで身に付けた選択・
判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間におけ
る基本的原理を活用」することが求められているこ
とから，本論で注目している「幸福，正義，公正」
に関して「Ａ　公共の扉」に示されている記述をも
とに検討する2）．
２．２．２　�「Ａ　公共の扉」における「幸福，正義，

公正」
　「Ａ　公共の扉」は，「（1）公共的な空間を作る私
たち」「（2）公共的な空間における人間としての在
り方生き方」「（3）公共的な空間における基本的原
理」の3つの項目で構成されている．この内，「（2）
公共的な空間における人間としての在り方生き方」
及び「（3）公共的な空間における基本的原理」は，
「現実社会の諸課題を見いだし，考察，構想する際

第一款 目標

第二款 第１　公共

１　目標

２　内容

Ａ　公共の扉

(1) 公共的な空間を作る私たち

ア　次のような知識を身に付けること.

イ　次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること.

(2) 公共的な空間における人間としての在り方生き方

ア　次のような知識及び技能を身に付けること.

イ　次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること.

(3) 公共的な空間における基本的原理

ア　次のような知識を身に付けること.

イ　次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること.

Ｂ　自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち

ア　次のような知識及び技能を身に付けること.

イ　次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること.

Ｃ　持続可能な社会づくりの主体となる私たち

ア 地域の創造，よりよい国家・社会の構築及び平和で安定した
国際社会の形成へ主体的に参画し，共に生きる社会を築くと
いう観点から課題を見いだし，その課題の解決に向けて事実
を基に協働して考察，構想し，妥当性や効果，実現可能性な
どを指標にして，論拠を基に自分の考えを説明，論述するこ
と.

３　内容の取扱い

第２　倫理

１　目標

２　内容

３　内容の取扱い

第３　政治・経済

１　目標

２　内容

３　内容の取扱い

第三款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

注）高等学校学習指導要領（2018）をもとに作成．本論と関係の深い「公共」については，「倫
理」「政治・経済」よりも詳細に記した．

表１　高等学校学習指導要領に示された「公民」及び「公共」の構成
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に活用する選択・判断の手掛かりとなる考え方や公
共的な空間における基本的原理を学ぶ」（p.35）も
のであり，以降の学習の基礎となる内容を含む項目
であることが特色である3）．
　実際に，「（2）公共的な空間における人間として
の在り方生き方」においては，「主体的に社会に参
画し，他者と協働することに向けて，幸福，正義，
公正などに着目して，課題を追究したり解決したり
する活動を通して，次の事項を身に付けることがで
きるよう指導する」（下線部筆者）ことが示されて
おり，「選択・判断の手掛かりとして，行為の結果
である個人や社会全体の幸福を重視する考え方や，
行為の動機となる公正などの義務を重視する考え方
などについて理解すること」（p.41）（下線部筆者）
が生徒に求められている3）．
　また，この内容の解説として，「行為の結果であ
る個人や社会全体の幸福を重視する考え方」は，
「ある状況でなすべき正しい行為は何かを決定する
際に，実行可能な選択肢と予期されるその結果を比
較，検討し，当の行為によって影響を受けるであろ
う全ての人々の幸福もしくは選好の充足を全体とし
て最大限にもたらすような行為ほど道徳的に正しい
と考える原理を重視する考え方」（p.43）（下線部筆
者）であることが示されている3）．同様に，「行為
の動機となる公正などの義務を重視する考え方」は，
「予期される結果に関わりなく，人間には従うべき
義務的な制約があり，それに基づいて行為すべきで
あると考える原理を重視する考え方」（p.43）であ
ることが示されている3）．
　「（3）公共的な空間における基本的原理」におい
ては，「自主的によりよい公共的な空間を作り出し
ていこうとする自立した主体となることに向けて，
幸福，正義，公正などに着目して，課題を追究した
り解決したりする活動を通して，次の事項を身に付
けることができるよう指導する」（下線部筆者）こ
とが示されており，「各人の意見や利害を公平・公
正に調整することなどを通して，人間の尊厳と平
等，協働の利益と社会の安定性の確保を共に図るこ
とが，公共的な空間を作る上で必要であることにつ
いて理解すること」（下線部筆者）及び「人間の尊
厳と平等，個人の尊重，民主主義，法の支配，自由・
権利と責任・義務など，公共的な空間における基本
的原理について理解すること」（p.45）が生徒に求
められている3）．また，これらの内容の取扱いに当
たり，「指導のねらいを明確にした上で，日本国憲
法との関わりに留意して指導すること」（pp.45-46）
と示されている．
　この部分の解説として，「各人がよりよく幸福に

生きるために，協働の利益を確保し，互いに支え合
うことを目的として人々が国家・社会を形成してお
り，国家・社会が安定し，協働の利益が継続して確
保されるためには，何が正義かを考え，各人の意見
や利害の衝突を調整する必要があること，そのよう
な調整に際しては，各人を，尊厳ある存在として平
等に配慮し，公平・公正な解決を図ることが大切で
あることを理解できるようにすること」（p.47）（下
線部筆者）の大切さが示されている3）†10）．また，「個
人の尊重，民主主義，法の支配，自由・権利と責任・
義務など日本国憲法の基礎にある考え方の理解を基
に，各人の意見や利害の対立を捉え，それを公平・
公正に調整するための基本的原理を考察」（p.46）（下
線部筆者）すること及び「民主主義については，社
会契約説や功利主義などの考え方を通して，個人と
国家・社会との関係の観点から，自己の在り方生き
方と民主主義がどのように関係しているかを理解で
きるようにすること」（p.48）の大切さが示されて
いる．

３．「公共」における教科書の分析
　ここまで，「公共」における「幸福，正義，公正」
について，学習指導要領の内容及び学習指導要領解
説の内容について検討してきた．これまでの検討の
中で，「公共」における「幸福，正義，公正」に関
する内容と関係する概念として，功利主義（帰結主
義），義務論（行為の動機となる義務を重視する考
え方），社会契約説を指摘することができた．また，
各人がよりよく幸福に生きるためには，何が正義か
を考え，各人の意見や利害の衝突を調整する必要が
あること，そのような調整については，個人の尊厳
や基本的な人権の尊重，民主主義など日本国憲法の
基礎にある考え方の理解を基に，各人の意見や利害
の衝突を捉え，それを公平・公正に調整するための
基本的原理を考察することが大切となることを指摘
することができた．
　これらのことと関連する代表的な思想家として
は，功利主義（帰結主義）についてはベンサム，ミ
ル，義務論についてはカント，社会契約説について
はホッブズ，ロック，ルソーが挙げられ，現代の正
義論の論者としては，後藤が指摘するようにロール
ズ（社会には不遇な人々がいることを真とし，推論
者が自己の私的な立場から離れ，合理性と理性の発
揮により社会的基本財の分配原理について推論しよ
うとした）と，セン（具体的な社会的文脈を生きる
個々人の境遇について実際に実現可能となる本人の
行いや在りようの範囲（ケイパビリティ）から捉え
ようとする）を挙げることができよう4,7-9）．
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　ここでは，「公共」における上記の思想・思想家
に関する教科書の記述を確認する．確認する内容（思
想・思想家及びその関連）を図示し，番号を付した
ものが図1である†11）．具体的には，①功利主義（帰
結主義）（ベンサム，ミル），②義務論（カント），
③社会契約説（ホッブズ，ロック，ルソー），④ロー
ルズ，⑤センであり，⑥功利主義（帰結主義）と義
務論の関係（①と②の関係：結果に注目するか，原
因・動機に注目するかの相違に関する記述），⑦社
会契約説とロールズの関係（③と④の関係：ロール
ズが社会契約説のリバイバルを図ったことに関する
記述），⑧功利主義とロールズの関係（①と④の関係：
ロールズの功利主義への批判に関する記述），⑨ロー
ルズとセンの関係（④と⑤の関係：センのロールズ
に関する批判に関する記述）である．⑥～⑨の関係
については，それぞれが相反する特徴をもつ関係（⑥
⑧⑨）については双方向の矢印で図示し，同様の特
徴をもち一方がもう一方の再興となる関係（⑦）に
ついては一方向の矢印で示した．また，先述したロー
ルズ（④）が社会契約説（③）の再興を企てた背景
（市民社会成立後の自由競争における格差の発生）
について，⑦の矢印の上部に付記した．
　分析の対象とした教科書は，共通必履修科目と
しての「公共」が履修され始めた令和4（2022）年
度に発行されている全ての「公共」の教科書であ
る†12）．「公共」における教科書の記述を確認した結
果を表2に示す．表2には，記載のあったものを〇，
関連する記載はあるものの十分とは言えないものを
△，記載のなかったものを×として示し，記載のあっ
たものについてはそのページ数を示した．これらの
評価については，各著者で評価したのちに合議のう
え決定したものである．記載はあるものの十分とは
言えないものについては，ページ数に括弧を付して

示した．
　①功利主義（帰結主義）（ベンサム，ミル），②義
務論（カント），③社会契約説（ホッブズ，ロック，
ルソー），④ロールズについては，全ての教科書に
記載されていた．⑤センについては，1つの教科書
を除く全ての教科書に記載されていた．
　⑥功利主義（帰結主義）と義務論の関係（結果に
注目するか，原因・動機に注目するかの相違に関す
る記述）については，全ての教科書に示されていた．
　社会契約説とロールズの関係（⑦：ロールズが社
会契約説のリバイバルを図ったことに関する記述）
については，十分な記述（「現代的に再構成」「現代
に再生しようとした」等）が認められたものは2つ
のみであった．△を付した十分な記述とは言えない
6つについては，「受け継いで」「応用して」「考えを
基に」等の記述であった．社会契約説とロールズの
関係に関する記述がない教科書は，4つあった．
　功利主義とロールズの関係（⑧：ロールズの功利
主義への批判に関する記述）については，約半数の
7つの教科書には記載があり，約半数の5つの教科書
には記載がなかった．この記載のなかった5つの教
科書のうち2つは，⑦の社会契約説とロールズの関
係に関する記述もないものであり，ロールズを彼以
前の思想・思想家との関係から位置付ける記述のな
いものと言える．
　ロールズとセンの関係（⑨：センのロールズに関
する批判に関する記述）については，十分な記述（「批
判した」「多様性への配慮が足りない」等）が認め
られたものは半数の6つであった．△を付した十分
な記述とは言えない3つについては，「これに対して」
「一方」「どちらにも」等の記述であった．センとロー
ルズとの関係に関する記述がない教科書は，3つあっ
た．この3つのうち1つは，⑦の社会契約説とロール

図１　ロールズとアマルティア・センに至る思想の系譜（筆者（橋本）作成）
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ズの関係に関する記述も，⑧のロールズと功利主義
との関係の記述もないものであり，もう1つはそれ
ら2種の関係への記載が薄い（⑦△，⑧×）ものであっ
た．

　思想・思想家の関係を示す⑥～⑨に着目すると，
全て十分な記載のあった教科書は1つであり，十分
とは言えないものの全ての関係への記載があったも
のは3つであった．残る8つの教科書については，⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

教育図書 〇
pp.20-21

〇
pp.20-21

〇
pp.34-35

〇
p.11

〇
p.101

〇
p.20

× × ×

実教出版Ａ

〇
pp.35-36
pp.44-47

p.49
pp.54-55

p.67

〇
pp.32-33

p.36
pp.44-47

p.49
(pp.54-55)

〇
p.50

pp.61-63

〇
pp.42-43

〇
p.43

〇
p.36

pp.44-47
p.49

(pp.54-55)
※1

× 〇
p.42

〇
p.43

実教出版Ｂ
〇

pp.26-27
p.45

〇
pp.22-23
pp.26-27
(p.29)

〇
p.42

〇
pp.28-29

〇
pp.28-29

〇
p.27

〇
p.28

〇
p.28

〇
pp.28-29

清水書院Ａ
〇
p.34
p.36

〇
pp.34-35

p.61

〇
pp.48-49

〇
pp.58-59

〇
p.60

〇
pp.34-36

△
(p.59)

× 〇
p.60

清水書院Ｂ

〇
p.17

pp.19-21
p.23
p.28

〇
p.19
p.23

〇
pp.18-19

p.29
pp.30-31

〇
pp.22-23

×

〇
(p.20)※2
(pp.24-25)

※3
P.23

△
(p.23)

〇
pp.22-23
(p.24-25)

×

数研出版Ａ
〇

pp.35-37
pp.72-73

〇
p.34

pp.36-37

〇
pp.64-65

〇
pp.71-73

〇
p.71

〇
pp.36-37

△
(p.71)

〇
pp.72-73

△
(p.71)

数研出版Ｂ
〇

pp.34
pp.38-39

〇
pp.33

pp.38-39

〇
p.59

〇
pp.63-64

〇
p.63

〇
pp.38-39

△
(p.63)

× ×

第一学習社Ａ

〇
pp.24-25
pp.28-32

p.51
p.280

〇
p.12

pp.24-25
pp.28-32
p.280-281

〇
pp.41-43
p.280

〇
p32

(p.281)
※4

〇
p.32

〇
pp.24-25
pp.28-33

△
(p.32)

〇
p.32

△
(p.32)

第一学習社Ｂ

〇
pp.24-26
pp.28-30
pp.40-41

〇
p.12

pp.24-26
pp.28-30

(pp.40-41)

〇
pp.34-35

〇
p.31

〇
p.31

〇
pp.24-26
pp.28-31

(pp.40-41)
※1

× 〇
p.31

△
(p.31)

帝国書院
〇

pp.36-37
pp.42-43

〇
pp.36-37
pp.42-43

〇
pp.44-46

〇
p.39

〇
p.39

〇
pp.36-37
pp.42-43

× × 〇
p.39

東京書籍

〇
p.15

pp.22-23
pp.26-29

p.32

〇
pp.14-15

p.22
p.24

pp.26-29
p.32

〇
p.32
p.37
p.39

〇
p.25

〇
p.25

〇
(p.15)※1
p.22-23
pp.26-29
(p.32)※5

△
p.25

〇
p.25

〇
p.25

東京法令出版
〇

pp.26-27
p.29

〇
pp.26-27

p.29

〇
p.28

pp.44-45

〇
p.31
p.33
p.45

〇
p.31

〇
(pp.26-27)

p.29

〇
(p.31)
p.45

× 〇
p.31

※5　歴史順に記されているが関係を示す記述はない．

※1　自由・権利と責任・義務に関するミルの他者危害原理に関する記述がある．

※2　義務論に触れていないトロッコ問題がある．

※3　「功利主義や，カント，ロールズなどの考え方も参考に考えてみましょう」という記述がある．

※4　名前と著作だけが記されている．

表２　「公共」の教科書におけるロールズとセンに至る思想に関する記述（筆者（中川・橋本・松本・岡正）作成）
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～⑨のいずれかの関係に関する記述がないものであ
り，そのうち3つは⑦～⑨の複数の関係に関する記
述がないものであった．
　ここまでの分析から，「幸福・正義・公正」に関
連すると考えられる思想・思想家に関する記述は，
ほぼ全ての教科書に記載されていたものの，その関
係に関する記述については十分とは言えないことが
指摘できる．ロールズとセンの思想を，それ以前の
思想・思想家との関係において位置付けることがで
きている教科書は少ないと言えよう．
　高等学校学習指導要領の「公共」の目標（2）に
は，「現実社会の諸課題の解決に向けて，選択・判
断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における
基本的原理を活用して，事実を基に多面的・多角的
に考察し公正に判断する力」を養うことが示されて
いる．また，目標（3）には，「多面的・多角的な考
察」を通して，現代社会に生きる人間としての在り
方生き方に関する自覚などを深めることが求められ
ている．多面的・多角的な考察は，同じ問題につい
て複数の異なる視点・考え方が使用できることを知
ることにより促進される可能性があり，複数の異な
る思想・思想家の関係を教科書において示すことは
有益と考えられる．
　しかし，本論文の分析から，それらの思想・思想
家の関係に関する教科書への記載は十分なものとは
言えないことが指摘された．「公共」の目標を達成
するためには，思想・思想家の関係に関する教科書
の記述を充実させていくことが求められていると言
えよう．また，高等学校における実際の指導の場面
において，それらの思想・思想家の関係に関して意
識して取り上げる必要があると言えよう．特に，現
代における正義を考察する上で重要となると考えら
れるロールズとセンについて取り上げる際には，
ロールズが社会契約説を再構成し幸福の分配や少数
者の不平等を問題視しない功利主義を克服しようと
したこと，及びセンが，ロールズのアプローチとは
異なる，個々人の価値や最終的な結果に至る過程を
含めるケイパビリティに注目したアプローチを提唱

していることについて，取り上げることが大切とな
ると考える．
　実際に，筆者らは，大学教育においてソーシャル
ワーカーの養成に携わる中で，現代社会における正
義・福祉について考える上で重要となるロールズや
センの思想を理解するために，高等学校までに学習
した社会契約説や功利主義などに関する知識・理解
を基盤として，それらを繋げて理解できるように指
導する重要性を実感してきた．令和7（2025）年度
以降の高等教育機関への入学生は，令和4（2022）
年度以降，高等学校において「公共」を履修した高
校生が大半を占めることが予想される．「公共」を
学んだ学生が入学する高等教育機関においても，特
に関連する学科（たとえば，社会福祉士・精神保健
福祉士等の養成機関）や科目において，高等学校「公
共」における学習成果との繋がりを意識した効果的
な学修指導・支援法の開発が求められると言えよう．

４．総括
　ここまで，高等学校「公共」における「幸福，正義，
公正」を手掛かりとして，学習指導要領及び学習指
導要領解説を分析することにより，社会的な見方・
考え方と関連の深いと考えられる思想・思想家につ
いて検討するとともに，「公共」の教科書における
社会契約説，功利主義，義務論からロールズとセン
に至る思想の系譜の記載について確認してきた．そ
の結果，それぞれの思想に関する記載は見られるも
のの，それぞれの思想の関係に関する内容が十分で
はないものが一定数存在した．特に，現代社会にお
ける正義，公正を考える上で重要となるロールズと
センに至る思想の繋がりに関して記載しているもの
は少なく，授業においてその繋がりを意識して指導
する必要性を指摘した．その際，本論文で示した図
を教材として用いることも有益と考えられる．
　今後，本論文で指摘した思想の関係の理解を深め
るための授業・教材の開発，及び「公共」での学習
内容を踏まえた高大接続の検討・開発が課題である．

注
†1）�ロールズ（1921～2002）は，原初状態の中で人々が合意したものが，正義の二原理（公正としての正義）である

と考え社会契約説を再構成した7,15）．二原理のうち一つ目は，基本的な自由などの諸権利は全員が対等にもつべ
きとするものである（第一の原理）．もう一つは，生じる社会的・経済的格差は，公正な機会が与えられた上で
生じたものであり，社会で最も恵まれない人々にとって最大の恩恵となるものでなければならないというもので
ある（第二の原理）．この第二の原理は，憲法25条の考え方と軌を一にするものであると言えるが，ロールズは，
無知のヴェールがかけられた状態で合意し得る公正な正義の原理を考え，幸福の分配や少数者の不平等を問題視
しない功利主義を克服しようとした．

†2）�セン（1933～）は，不平等の問題を克服するために，潜在能力（ケイパビリティ）の概念を提出した8,15-17）．ロー
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ルズは財の観点から不平等の是正について迫ろうとしたが，センは，人が組み合わせることができる機能の集合
体である潜在能力（ケイパビリティ）の概念を用いて不平等や貧困について検討し，所得の向上だけでなく，潜
在能力に着目したアプローチを提唱した．センの考え方は，国連開発計画の人間開発指数や人間の安全保障など
に結びついている．

†3）選択必修科目であった「現代社会」については，科目を設置しないこととなった．
†4）�ロールズは社会契約説を再構成し公正としての正義を提唱したが，近代における社会契約説を唱えた思想家とし

て，ホッブズ，ロック，ルソーが著名である．ホッブズ（1588～1679）は，闘争を避け安全の保障を得るために，
自然権（基本的人権）を譲渡し服従する契約を統治者と結ぶと考えた15,18）．この考えは，絶対王制を擁護するも
のであり，王政復古後のイギリスの政治体制を正当化するものであった．

†5）�ロック（1632～1704）は，自然権の一部を代表者・政府に委託し，法により自然権の保障を図るための契約を結
ぶと考えた15,19）．これにより政府は国民の諸権利に関して介入が可能となるが，国民の自然権を侵害するような
時には，政府を変更することのできる抵抗権をもつと考えた．この考えは，間接民主制を支持するものであり，
名誉革命を正当化し，アメリカの独立革命に影響を与えるものであった．

†6）�ルソー（1712～1778）は，自然権を自由で平等な市民の共同体に完全に譲渡し，国家を形成すると考える15,20）．
この国家は，全市民が共通でもつ，つねに正しくつねに公の利益を目指す一般意思に基づくものである．ルソー
の考えは，直接民主制を支持するものであり，フランス革命に影響を与えるものであった．

†7）�功利主義の創始者とも言われるベンサム（1748～1832）は，幸福について，量的に把握しようとした．「強さ」「持
続性」などの基準により，快楽の総量と苦痛の総量を比較し，快楽の総量が上回れば善，苦痛の総量が上回れば
悪と考えた15,21）．また，社会を平等で均質な個人の集合体と考え，各個人の幸福の総和が社会全体の幸福の量と
なり，その総和が最大となることを目指すこと（最大多数の最大幸福）が道徳的な善であり，個人や政府の行動
原理となると考えた．

†8）�ミル（1806～1873）は，ベンサムの各種の快楽を同質なものとして捉える考えに対する批判を踏まえ，快楽の種
類によってその質は異なり，精神的な快楽を身体的な快楽よりも重視し，他者や社会全体の幸福のために行為す
ることが最大多数の最大幸福となると考えた15,22,23）．またミルは，個人と社会との関係について，他者に危害を
及ぼさない限り，個人の自由は最大限尊重されるべきであると考えた．しかし，全体の利益のために一部の少数
者が不幸になることが正当化される可能性があることや，最大の幸福を生み出すための原理と広く幸福を分配す
る原理がときに矛盾することなどの課題も指摘される．

†9）�人間は現象界だけでなく叡智界にも属する人格として考えたカント（1724～1804）は，道徳法則（定言命法）に
自ら従うこと（自律）が自由であり，条件付きの命令（仮言命法）に従うことは道徳的でないと考えた15,24-26）．
カントは，道徳的に行動しようとする意思を持つ人間の在り方を人格として捉え，その尊厳性をたたえ，お互い
を尊重し合う道徳的共同体を理想的な社会（目的の王国）と考えた．カントは，この考えを国家同士の関係（国
際社会の在り方）にも当てはめて考え，この考えは後の国際連盟の設立へとつながった．

†10）�「幸福」「公正」に関する記述は複数確認できたが，「正義」に関する記述（「幸福，正義，公正など」のような示
され方でなく単独で示されているもの）は，この1か所のみであった．この「正義」に関する記述は，高等学校
学習指導要領解説の「倫理」「政治・経済」にまで視野を広げても，もう1か所しかない．「公共」における「幸福，
正義，公正」の概念に関して理解を深めるために，該当部分を示すと，「正義は，「公共」で学習した「行為の動
機となる公正などの義務を重視する考え方」などを踏まえ，それぞれ異なる他者といかに関わるか，社会生活を
成り立たせる公正・公平な仕組みとはどのようなものか，などについて思索する視点である．正義を視点として
活用する際には，平等や福祉との関係や不正義との対比などについても思索することができる．」（p.100）（下線
部筆者）という，公正と関連するものであった3）．

†11）�この図は，法律学を学び，高等学校教諭一級免許状（社会）（現在の専修免許状に相当）及び社会福祉士をもつ者が，
大学における「社会福祉の原理と政策」「社会保障」等の授業において，ロールズの「公正と正義」とセンの「ケ
イパビリティ・アプローチ」に至る思想の系譜への理解を深めるために用いている教材（図）を基にしている．

†12）�具体的には，教育図書，実教出版（2種類），清水書院（2種類），数研出版（2種類），第一学習社（2種類），帝国
書院，東京書籍，東京法令出版の計12の教科書を対象とした27-38）．
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Abstract

　This study examined the genealogy of ideas from social contract theory, utilitarianism, and the theory of obligation 
to Rawls and Amartya Sen, using “happiness, justice, and fairness” as a clue to the social views and ideas presented 
in high school “public” textbooks. The results of this analysis revealed that (1) utilitarianism (Bentham, Mill), (2) 
theory of obligation (Kant), (3) social contract theory (Hobbes, Locke, Rousseau), and (4) Rawls were all mentioned 
in the textbooks, and (5) Sen was also described in all textbooks except one. However, some of the respective 
relationships were not noted or described sufficiently. In order to enable students to consider multiple aspects 
and perspectives, a fuller description of relationships will be required in textbooks. In addition, it is important for 
teachers to be aware of the relationship between these ideas in their teaching.
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